
広報 常陸大宮 平成３０年９月号４

１ 職員の任免及び職員数に関する状況
（１）職種別職員数の状況

増減Ｈ３０．４．１現在Ｈ２９．４．１現在区分

７人３７４人３６７人一般行政職

０人２２人２２人医 療 職

０人７９人７９人消 防 職

△４人１４人１８人技能労務職

３人４８９人４８６人合 計

※医療職とは、医師、栄養士、保健師、看護師等をいいます。
※技能労務職とは、自動車運転手、技術員、調理手等をいいます。

（２）採用者及び退職者数の状況
採用者数の状況（平成２９年４月１日採用）

合計短大・高校卒大学卒区分

１５人６人９人一般行政職

０人０人０人医 療 職

４人４人０人消 防 職

０人０人０人技能労務職

１９人１０人９人合 計

※再任用、任期付職員等を除く

退職者数の状況（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

計その他（自己都合、
死亡など）勧奨定年区分

１７人０人２人１５人一般行政職

０人０人０人０人医 療 職

６人０人０人６人消 防 職

１人０人０人１人技能労務職

２４人０人２人２２人合 計

※再任用、任期付職員等を除く

２ 人事評価の状況
地方公務員法第２３条の２に基づき、平成２８年度から人事評価を実施しています。
職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で人事評価を行い、職員の任

用、給与、分限その他の人事管理の基礎とします。

常陸大宮市人事行政の運営等の状況の公表常陸大宮市人事行政の運営等の状況の公表

平均年齢平均給料月額区分

４１．６歳３１３，５００円一般行政職

５３．１歳３１８，５００円技能労務職

３ 職員の給与の状況
（１）平均給料月額、平均年齢の状況（平成３０年４月１日現在）
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（２）初任給の状況（平成３０年４月１日現在）

高校卒短大卒大学卒区分

１４７，１００円１５９，８００円１７９，２００円一般行政職

１６６，０００円１８３，４００円２０５，２００円消 防 職

（３）経験年数別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）

２０年以上２５年未満１５年以上２０年未満１０年以上１５年未満区分

３５６，４００円３１６，０００円２７９，８００円大学卒
一 般
行政職 ３３６，２００円３０６，９００円２６１，５００円短大卒

３２６，６００円２８９，２００円２２５，０００円高校卒

※（１）、（２）、（３）には、手当を含まない給料の月額を表示しています。

（４）主な職員手当の状況（平成２９年度支給内容）

支給額等手当名

扶養親族を有する職員に支給
配偶者 １０，０００円／月
子 ８，０００円／月
配偶者及び子以外 ６，５００円／月

扶養親族である子のうち、満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後
の最初の３月３１日までの子１人につき５，０００円加算

扶 養 手 当

借家等に居住し家賃を支払っている職員で、家賃が１２，０００円を超える場合に限り、家賃の額
に応じて２７，０００円を限度に支給住 居 手 当

通勤距離が２km以上の職員に支給 １kmにつき６００円（限度額３１，６００円）通 勤 手 当

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給
勤務日における時間外勤務１時間につき

当該職員の時間単価 ×１．２５
週休日における時間外勤務１時間につき

当該職員の時間単価 ×１．３５
午後１０時から翌日の午前５時までの勤務の場合は、それぞれ０．２５加算

時間外勤務手当

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を
必要とする職員に支給
・代表的な手当の例
①消防業務出動手当
火災その他の災害現場に出動し、作業に従事した職員 １回 ３００円

②救急業務出場手当
救急業務に従事した職員 （救急救命士） １回 ５１０円

（一般隊員） １回 ３００円

特殊勤務手当

基準日（６月１日、１２月１日）に在職する職員に支給
６月期 期末手当基礎額 ×１．２２５月分
１２月期 〃 ×１．３７５月分
※期末手当基礎額 給料月額 ＋ 扶養手当 ＋ 役職加算額
（役職加算額は、役職に応じて５％～１５％を給料月額に乗じた額）

期 末 手 当

基準日（６月１日、１２月１日）に在職する職員に支給
６月期 勤勉手当基礎額 ×０．８５月分
１２月期 〃 ×０．９５月分
※勤勉手当基礎額 給料月額 ＋ 役職加算額
（役職加算額は、役職に応じて５％～１５％を給料月額に乗じた額）

勤 勉 手 当

宿日直勤務をした職員に支給
勤務１回につき ４，２００円宿 日 直 手 当
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勧奨・定年自己都合支給率

退 職 手 当

２５．５５６２５月分２０．４４５月分勤続２０年

３４．５８２５月分２９．１４５月分勤続２５年

４９．５９月分４１．３２５月分勤続３５年

４９．５９月分４９．５９月分最高支給率

定年前早期退職特例措置（５０～５９歳対象２％～２０％加算）その他の加算措置

（５）特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

期末手当給料・議員報酬の月額区分

６月期 １．５７５月分
１２月期 １．６７５月分

計 ３．２５月分

８２０，０００円

給 料

市 長

６４３，０００円副 市 長

６００，０００円教 育 長

４１０，０００円

議員報酬

議 長

３７０，０００円副 議 長

３５０，０００円議 員

休憩時間勤務終了時間勤務開始時間

１２時から１３時まで１７時１５分８時３０分

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間（平成３０年４月１日現在）

※特別の勤務に従事する職員（保育所に勤務する職員等）については上記とは異なります。

（２）休暇（平成３０年４月１日現在）

休暇期間等休暇の種類

１の年について２０日（ただし２０日を限度に繰り越せる。）年 次 休 暇

公務による負傷又は疾病は１年以内
私事による負傷又は疾病は９０日以内（特定の疾患は１８０日以内）療 養 休 暇

特別の理由（選挙権の行使、結婚、出産等）により勤務しないことが相当である場合特 別 休 暇

要介護者（配偶者、父母、子等の親族）を負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり介
護する職員に対し、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で付与（無給）介 護 休 暇

期間理由

妊娠の期間中７日を超えない範囲妊娠中の女子職員が妊娠嘔吐（つわり）のため勤務すること
が困難な場合

出産の日までの申し出た期間８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産す
る予定である女子職員が申し出た場合

出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間職員が出産した場合

その都度必要と認める時間で１日２時間以内職員が生後満１年に達しない子を育てる場合

故人との関係（親等）により１日から最大１０日忌引の場合

７日を超えない範囲内で必要と認められる期間職員が結婚する場合

出産予定日前１６週間目に当たる日から出産の日後２
週間以内に２日以内職員の妻が出産する場合

１年に５日以内（子が２人以上は１０日以内）中学校就学の始期に達するまでの子の看護のため勤務しない
ことが相当であると認められる場合

特別休暇の主なもの
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７ 退職管理の状況
地方公務員法第３８条の２によって、在職していた地方公共団体と再就職先との間の契約又は処分であって離職

前５年間の職務に関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又はしないように現職職員に要求・依頼す
ることが禁止されています。

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分の状況（平成２９年度） （単位：人）

合計休職免職降任処分事由

００００勤務実績が良くない場合

２２００心身の故障の場合

００００職に必要な的確性を欠く場合

００００職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じ
た場合

００００刑事事件に関し起訴された場合

２２００合 計

（２）懲戒処分の状況（平成２９年度） （単位：人）

合計免職停職減給戒告処分事由

１０１００法令に違反した場合

０００００職務上の義務に違反し又は職務を怠った
場合

０００００全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合

１０１００合 計

６ 職員の服務の状況
（１）育児休業承認状況（平成２９年度の新規承認者） （単位：人）

承認期間
取得者数区分

２年６月超え２年超え
２年６月以下

１年６月超え
２年以下

１年超え
１年６月以下

６月超え
１年以下６月以下

０００００００男性

００１２００３女性

００１２００３計

（２）介護休暇承認状況（平成２９年度の新規承認者） （単位：人）

承認期間
取得者数区分

５月超え４月超え
５月以下

３月超え
４月以下

２月超え
３月以下

１月超え
２月以下１月以下

０００００００男性

０００００００女性

０００００００計
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８ 職員の研修の状況（平成２９年度）
受講者数研修名又は概要区分

１５人新規採用職員新規採用職員課程

階層別研修

自治研修所研修

５人概ね３１歳から３３歳までの非役付職員主事・主任級課程

２２人係長等に昇任した職員新任係長課程

２０人課長補佐等に昇任した職員新任課長補佐課程

１７人課長等に昇任した職員新任課長課程

７人部長等に昇任した職員新任部長課程

２２人行政法講座、地方自治講座、法制執務講座、
訴訟法務講座、民法講座法務基本

特別研修

６人政策形成基礎講座、政策法務講座、シティ
プロモーション講座政策基本

２１人

クレーム対応能力向上講座、メンタルヘル
ス講座、表現力スキルアップ講座、危機管
理講座、効果的な会議・住民説明会の進め
方講座、業務マニュアル作成力向上講座、
意思決定・判断能力養成講座、女性職員
キャリアアップ講座

自己開発

５人法務マスター研修、マイナンバー制度講
座、地方公会計基礎講座実務専門

１人茨城県市町村振興協会が実施する市町村職
員海外派遣研修海外研修派遣

１人茨城大学大学院の専門課程の履修・研究茨城大学大学院研修

１人公共施設の総合管理（施設の有効活用）専門実務
市町村アカデミー研修

１人上下水道事業の経営管理（法適化を含め）専門実務

１５人新規採用職員研修

市単独研修

３９人接遇研修

８２人人権教育研修

５０人メンタルヘルス研修（セルフケア、ライン
ケア）

２６人普通救命講習

１４人民間企業研修

６８人人事評価研修

２３人女性活躍推進研修

３０人モチベーションアップ研修

３２人業務改善研修（５Ｓ研修）

１５人安全運転中央研修所研修

４人茨城県実務研修、茨城租税債権管理機構、
茨城県後期高齢者医療広域連合派遣研修
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９ 職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）厚生福利

○茨城県市町村職員共済組合
職員は茨城県市町村職員共済組合の組合員になっています。共済組合には次の事業があります。

事業概要事業名

組合員とその家族の病気、ケガ、出産、死亡、休業又は災害に対して、必要な給付を行う。短期給付事業

組合員の退職、障がい又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行う。長期給付事業

健康診断などの健康の保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金の貸付けなどを行う。福 祉 事 業

○常陸大宮市職員互助会
地方公務員法第４２条の規定に基づき、職員の相互共済及び福利厚生を目的として設置し、職員が負担する

掛金により運営しています。

事業内容主な事業

療養見舞金、災害見舞金、死亡弔慰金等共済給付事業

スポーツ大会、日帰り旅行、健康増進事業等福利厚生事業

（２）公務災害補償の状況

０平成２９年度認定件数

１０ 公平委員会に係る業務の状況
（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

０平成２９年度要求件数

－措置要求の概要

（２）不利益処分に関する審査の請求の状況

０平成２９年度請求件数

－審査請求の概要


